
規

則 

埼
玉
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
十
月
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
七
十
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
六
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
中
「
第
十
二
条
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
の
前
の
見
出
し
及
び
同
条
を
削
り
、
第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て

「
（
届
出
）
」
を
付
し
、
第
六
条
を
第
五
条
と
し
、
第
七
条
を
第
六
条
と
す
る
。 

第
八
条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
第
五
条
」
を
「
第
四
条
」
に
、
「
様
式
第
二
号
」

を
「
様
式
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
様
式
第
三
号
」
を

「
様
式
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
を
削
る
。 

様
式
第
二
号
中
「
様
式
第
二
号
」
を
「
様
式
第
一
号
」
に
、
「
第
５
条
」
を
「
第
７
条
」
に
改

め
、
同
様
式
を
様
式
第
一
号
と
す
る
。 

様
式
第
三
号
中
「
様
式
第
三
号
」
を
「
七
条
関
係
）
」
に
、
「
第
７
条
」
を
「
第
６
条
」
に
改

め
、
同
様
式
を
様
式
第
二
号
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

第
８
条
関
係

 

第
８
条
関
係

 
第
７
条
関
係

 

第
７
条
関
係

 

第
５
条

 
第
４
条

 

第
６
条

 
第
７
条

 


